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１ 計画策定の背景と目的 
 

●多くの都市は、経済成⾧と人口増加を背景に郊外開発が進み、市街地が拡大して

きましたが、近年、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいます。このままで

は、人口の集積によって支えられてきた商業や医療・福祉等の生活サービスを維

持できなくなる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●これらのことを解決するためには、市民が便利に暮らせるようなまとまりのある

地域を定め、居住や医療・商業施設等の都市機能がまとまって立地し、住民が徒

歩や拠点間を結ぶ公共交通により、生活サービスにアクセスできるまちづくりの

推進が不可欠です。 

●都市機能の維持・確保や居住の誘導は短期間で実現するものではなく、計画的に

進める必要があります。そのため、⾧期的な視点で将来を見据えたまちづくりを

進めるために、立地適正化計画を策定します。 

※全ての住民が特定の地域に移り住むことを目的とするものではありません。 

経済成⾧と人口の増加 

空き家・空き地が増加 

人口減少・少子高齢化が継続すると… 

人口の集積によって、

商業や医療施設、公共

交通などが発展 

商業や医療施設、公共

交通などの維持が困難 
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２ まちづくりの課題と方針 
 

●本市の現況調査及び市民意向の把握により導き出した、まちづくりの課題を解決

し、本計画における基本方針を実現するために誘導方針を定めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

持続可能な都市の構築 

■まちづくりの課題 

利便性の向上 

誰もが移動しやすい交通体系の形成 

頻発化・激甚化する大規模災害への対応 

効率的な行財政の運営 

各拠点の役割に応じた 
機能集積の維持及び充実 

安全・安心な居住地の形成 

環境に配慮した 
快適な公共交通ネットワークの形成 

持続的かつ効率的な都市運営の実現 

○各拠点において便利で快適なまちづくりを
推進する 

○地域の魅力や活力を高めていく必要がある 

○既存の地域公共交通の維持及び利便性の向
上を図る必要がある 

○防災・減災対策を行う必要がある 

○有効かつ効率的な行財政運営が必要である 

■誘導方針 

○それぞれの拠点で補完しあうことで拠点全体
の総合力を高める 

○利便性の高い拠点及びその周辺への居住誘導
は災害リスクの低い安全な場所を選定する 

○利用者のニーズに適した環境配慮型の快適な
ネットワーク体系を構築する 

○官民の役割分担により持続的かつ効率的な都
市運営を実現する 

誇りを持って暮らせるまち三木 
～チーム三木（市民・議会・企業・団体・行政）による協働のまちづくり～ 

基
本
理
念 

○各拠点の活力の高まり    ○持続的な都市への発展 

○環境に配慮した快適な移動環境と安全な居住環境の形成 
効
果 

○安全・安心なふるさと三木の構築 

○地域資源を生かした魅力あるまちづくり 

○持続可能な都市構造の形成 

基
本
方
針 

三木市総合計画の
将来像が基本理念 

三木市都市計画 
マスタープランの
目標が基本方針 
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３ 目指すべき都市の骨格構造 
 

●各拠点の特性を生かしながら都市機能や居住を緩やかに誘導することで、拠点性の

着実な向上を図ります。また、都市の骨格を成す交通網から各方面へと延びる階層

性をもった交通ネットワークによって、多方面から拠点へアクセスできる姿を目指

します。 

 

４ 誘導区域 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■居住誘導区域 
公共交通のアクセス性や現

在の居住状況を踏まえた居住
誘導区域を設定し、緩やかな
居住の誘導を図ることで、快
適な住環境の維持・増進を促
進します。 

■日常サービス誘導区域※1 
都市機能誘導区域に加え

て、幹線道路沿いを中心に設
定し、居住誘導区域内の利便
性の向上を図ります。 

■都市機能誘導区域 
既に都市機能が一定程度充実している区域や、公共交通ア

クセスの利便性が高い区域を都市機能誘導区域に設定し、必
要な都市機能の誘導による拠点性の着実な向上を図ります。 

※１ 
立地適正化計画で定めなけ
ればならないとされている
ものではなく、本市独自の
区域です。 
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５ 誘導施設 
 

●誘導施設は、それぞれの地域の特性等を踏まえて地域住民の生活利便性を維持する

ために、都市機能誘導区域内において維持・誘導すべき施設を設定します。 
 

 大規模 
集客施設 

商業 
施設 

医療 
施設 

子育て 
支援施設 文化交流施設 行政 

施設 
複
合
型 

商
業
施
設 

総
合 

ス
␗
パ
␗ 

病
院 

児
童 

セ
ン
タ
␗ 

文
化
会
館 

公
民
館
等 

資
料
館
等 

図
書
館 

市
役
所 

①  神姫バス三木営業所周辺 ○         

②  三木駅・三木市役所周辺 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

③  恵比須駅周辺  ○ ○       

④  志染駅周辺 ● ○ ●       

⑤  緑が丘駅周辺  ○ ●       

⑥  センター前(青山)周辺  ○    ○  ○  

⑦  青山 7 丁目      ●    

○:区域内に既に立地のある都市機能誘導施設 ●:区域内に立地のない都市機能誘導施設 

※災害リスクのある区域が見直された際は、見直し内容に準じます。 

No 
都市機能誘導

区域名称 

① 
神姫バス三木
営業所周辺 

② 
三木駅・三木市
役所周辺 

③ 恵比須駅周辺 

① 
② 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

No 
都市機能誘導

区域名称 
④ 志染駅周辺 
⑤ 緑が丘駅周辺 

⑥ 
センター前(青
山)周辺 

⑦ 青山 7 丁目 

誘導施設 

都市機能誘導区域 

【誘導区域図】

リスク 都市機能 
誘導区域 

居住 
誘導区域 

日常サービス 
誘導区域 

洪水リスクの 
高い区域 

区域に 
含む 

区域に 
含めない 

区域に 
含めない 

土砂災害リス
クのある区域 

区域に 
含めない 

区域に 
含めない 

区域に 
含めない 
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６ 届出制度 
 

●下表に当てはまる開発行為や建築行為を行う場合、届出が必要となります。 

 ※本市独自で設定した日常サービス誘導区域における届出義務は発生しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７ 防災指針 
 

●様々な災害リスクを踏まえた課題を抽出し、安全・安心な防災まちづくりに必要と

なる機能の確保や防災・減災対策を着実に図るために防災指針を定め、指針に基づ

いた具体的な取組を位置付けます。 

 
災害リスクの課題を踏まえた防災まちづくりの取り組み方針 
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８ 計画の進行管理 
 

●2044（令和 26）年度を目標とする⾧期的な計画であるため、Plan（計画）・Do（実

行）・Check（評価）・Action（改善）の PDCA サイクルの考え方に基づき、誘導施

策や評価指標の進捗状況を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市機能誘導区域内に 
都市機能を誘導するための施策 

■誘導施策 

居住誘導区域内に居住を 
誘導するための施策 

日常サービス誘導区域内に 
日常サービスを誘導するための施策 

鉄道及び幹線バスによる、 
安定した地域公共交通網の形成・維持 

まちづくりと連携した地域公共交通サービスの形成 

都市機能誘導に関する指標 

公共交通に関する指標 

居住誘導に関する指標 

防災に関する指標 

○公共施設再配置の推進 ○空き家・空き店舗の活用 
○国等の直接支援策や各種支援制度の活用も想定した都市機

能の誘導 

○新生活支援策の拡充 ○団地再生事業の推進 
○空き家の適正管理及び活用 

○起業や中小企業への支援 ○空き家・空き店舗の活用（再掲） 

○神戸電鉄粟生線の維持・存続に向け、同線の活性化及び利用
促進 

○交通結節点の環境整備 
○市外への通勤・通学に対応した広域的なバス路線網の形成

と、接続する市内間移動の利便性の向上 

○地域に馴染む移動手段の確保 
○自動運転等の他のモビリティサービスの導入可能性の検討 
○移動に制約を持つ方々に対応した移動手段の確保 

■評価指標 

○誘導施設の増加数 
○誘導施設の休廃止の届出件数 

○市内粟生線各駅利用者数 
○バス１便当たり利用者数 
○公共交通の満足度の回答割合 

○人口密度 ○空き家の増加率 
○本市の住みやすさの回答割合 

○防災に関する取組の満足度の
回答割合 

○自宅周辺のリスクや避難所把
握の回答割合 

財政に関する指標 

○公共建築物の総延床面積 

Plan
計画

Do
実行

Check
評価

Action
改善

指標・目標値を定め、
目標年度に評価する

必要に応じて、
計画の見直しを行う
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